
 

事 務 連 絡 

     令和６年４月４日 

 

都道府県知事   

 各 指定都市市長 殿 

中核市市長 

 

 厚生労働省社会・援護局     

障害保健福祉部障害福祉課   

 

 

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定関連通知の正誤について 

 

 

平素より、障害保健福祉行政の推進に格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。 

標記の件については、「「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額

の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正につい

て」（令和６年３月 29 日障発 0329 第 33 号・こ支障第 97 号）を別紙のとおり訂正する

こととしますので、御了知の上、貴管内市町村等に対し、その周知徹底を図っていただく

等、特段の御配慮をお願いします。 
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○ 別紙１「「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 18 年 10 月 31 日障発第 1031001 号厚生

労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）の一部改正について」の訂正について 

 

NO. 該当箇所 訂正後 訂正前 

1 

Ｐ.121 3 行目 ③ 人員配置体制加算の取扱いについて 

㈠ 報酬告示第 6 の 2 の人員配置体制加 算(Ⅰ)から(Ⅳ)ま

でについては、次のア、イ、ウ、エごとに以下の条件をそ

れぞれ満たした場合に、いずれかのみを算定できることと

する。なお、生活介護に係る従業者の員数を算定する場合

の前年度の平均値は、当該年度の前年度の利用者延べ数

（利用者延べ数については、生活介護サービス費におい

て、所要時間３時間未満、所要時間３時間以上４時間未満、

所要時間４時間以上５時間未満の報酬を算定している利

用者については、利用者数に２分の１を乗じて得た数と

し、所要時間５時間以上６時間未満、所要時間６時間以上

７時間未満の報酬を算定している利用者については、利用

者数に４分の３を乗じて得た数として計算を行う）を開所

日数で除して得た数としていることから、この算出方法に

おける前年度の平均利用者数に応じた配置であれば、加算

の要件を満たすことになる。 

③ 人員配置体制加算の取扱いについて 

㈠ 報酬告示第 6 の 2の人員配置体制加 算(Ⅰ)から(Ⅳ)ま

でについては、次のア、イ、ウ、エごとに以下の条件をそ

れぞれ満たした場合に、いずれかのみを算定できることと

する。なお、生活介護に係る従業者の員数を算定する場合

の前年度の平均値は、当該年度の前年度の利用者延べ数

（利用者延べ数については、生活介護サービス費におい

て、所要時間３時間未満、所要時間３時間以上４時間未満、

所要時間４時間以上５時間未満の報酬を算定している利

用者については、利用者数に２分の１を乗じて得た数と

し、所要時間５時間以上６時間未満、所要時間６時間以上

７時間未満の報酬を算定している利用者については、利用

者数に３分の４を乗じて得た数として計算を行う）を開所

日数で除して得た数としていることから、この算出方法に

おける前年度の平均利用者数に応じた配置であれば、加算

の要件を満たすことになる。 
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Ｐ.303 8 行目 ⑰ 目標工賃達成加算の取扱いについて 

 目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象 

となる。 

ア 報酬告示第 14 の 13 の 2 の目標工賃達成加算については、目

⑰ 目標工賃達成加算の取扱いについて 

ア 報酬告示第 14 の 13 の 2 の目標工賃達成加算については、

目標工賃達成指導員配置加算の対象となる就労継続支援Ｂ

型サービス費(Ⅰ)及び就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅳ)を

別紙 
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標工賃達成指導員配置加算の対象となる就労継続支援Ｂ型

サービス費(Ⅰ)及び就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅳ)を算

定する指定就労継続支援Ｂ型において、各都道府県におい

て作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画

を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成し

た場合 

イ 当該工賃目標が前々年度における指定就労継続支援Ｂ型事

業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支

援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度の指定就労

継続支援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加えて

得た額（当該額が前年度における当該指定就労継続支援Ｂ型

事業所等における平均工賃月額を下回る場合には、当該前年

度における当該指定就労継続支援Ｂ型事業所等における平均

工賃月額）以上である場合 

算定する指定就労継続支援Ｂ型において、各都道府県におい

て作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を

作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場

合に加算する。 

イ 目標工賃達成加算は、前年度における指定就労継続支援Ｂ

型事業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労継

続支援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度の指

定就労継続支援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額との差額

を加えて得た額（当該額が前年度における当該指定就労継続

支援Ｂ型事業所等における平均工賃月額を下回る場合には、

当該前年度における当該指定就労継続支援Ｂ型事業所等に

おける平均工賃月額）以上でなければならない。 
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Ｐ.391 2 行目 ③ 市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられてい

ること並びに市町村及び拠点関係機関との連携担当者を１名

以上配置していることを都道府県知事に届け出た指定地域移

行支援事業所の場合、イ又はロに定める単位数に、さらに 50

単位を加算するものとする。 

なお、市町村が当該指定地域移行支援事業所を地域生活支

援拠点等として位置付けるに当たっては、地域生活支援拠点

等の整備主体である市町村と指定地域移行支援事業所とで

事前に協議し、当該指定地域移行支援事業所から市町村に対

して地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後

に、市町村から指定地域移行支援事業所に対して地域生活支

援拠点等の機能を担うことを通知等により確認するととも

③ 市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられてい

ること並びに市町村及び拠点関係機関との連携担当者を１名

以上配置していることを都道府県知事に届け出た指定地域移

行支援事業所の場合、イ又はロに定める単位数に、さらに 50

単位を加算するものとする。 

なお、市町村が当該指定地域移行支援事業所を地域生活支

援拠点等として位置付けるに当たっては、地域生活支援拠点

等の整備主体である市町村と指定移行支援事業所とで事前

に協議し、当該指定地域移行支援事業所から市町村に対して

地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後に、市

町村から指定地域移行支援事業所に対して地域生活支援拠

点等の機能を担うことを通知等により確認するとともに、市
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に、市町村及び指定地域移行支援事業所は、協議会等の協議

の場で共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられた

ことを積極的に周知すること。 

町村及び指定地域移行支援事業所は、協議会等の協議の場で

共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられたことを

積極的に周知すること。 

 


